
●一般会計の主な歳入 （千円） ●一般会計の主な歳出 （千円）

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

合 計

歳出科目 予算現額 構成比 支出済額 執行率

●特別会計の予算執行状況 ●財産の状況

町 税

地方交付税

分担金・負担金

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

諸収入

町 債

その他

合 計

歳入科目 予算現額 構成比 収入済額 収入率

2,699,360

3,935,589

163,053

3,705,598

2,476,868

1,847,887

825,267

417,175

224,238

1,939,665

18,234,700

14.8%

21.6%

0.9%

20.3%

13.6%

10.1%

4.5%

2.3%

1.2%

10.7%

100.0%

2,836,874

4,029,105

161,343

3,535,464

1,559,057

1,847,885

825,267

375,069

0

2,051,599

17,221,664

105.1%

102.4%

99.0%

95.4%

62.9%

100.0%

100.0%

89.9%

0.0%

105.8%

94.4%

110,847

3,844,852

7,434,435

1,322,704

750,788

715,459

472,823

1,810,354

1,628,294

144,144

18,234,700

0.6%

21.1%

40.8%

7.3%

4.1%

3.9%

2.6%

9.9%

8.9%

0.8%

100.0%

109,196

3,612,501

6,950,882

1,210,779

382,170

630,883

456,896

1,468,895

1,577,382

119,479

16,519,063

98.5%

94.0%

93.5%

91.5%

50.9%

88.2%

96.6%

81.1%

96.9%

82.9%

90.6%

合 計

会 計 名

国民健康保険
特別会計
後期高齢者医療
特別会計
土地区画整理事業
特別会計
集落排水事業
特別会計

予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

4,232,424

262,828

198,567

118,495

4,812,314

4,743,306

263,023

223,699

114,456

5,344,484

112.1%

100.1%

112.7%

96.6%

111.1%

3,937,764

235,087

186,438

87,602

4,446,891

93.0%

89.5%

93.9%

73.9%

92.4%

（町債総額 11,213,687 千円）町債の現在高
（千円）

一時借入金の状況
３,000,000千円

土地：904,803.49㎡

建物：85,769.48㎡

有価証券等：
116,007千円

基金：5,057,997千円

令和６年３月31日現在
人　口：32,906人
　男　：16,383人
　女　：16,523人
世帯数：13,411世帯
面　積：26.96ｋ㎡

八重瀬町公表
第４号

令和６年５月31日

令和５年度下半期（令和６年３月31日現在）

八重瀬町財政状況
財政事情書の作成及び公表に関する条例第２条により、
令和５年度下半期の財政事情を次のとおり公表する。

（千円）

（千円）

116,007千円

その他
874,251
7.8%

その他
874,251
7.8%

銀行
1,665,340
14.9%

銀行
1,665,340
14.9%

地方公共団体
金融機構
4,468,699
39.9%

地方公共団体
金融機構
4,468,699
39.9% 郵貯・簡保資金

147,954
1.3%

郵貯・簡保資金
147,954
1.3%

財政融資・
資金運用部資金
4,057,443
36.1%

財政融資・
資金運用部資金
4,057,443
36.1%

借入先別

その他
197,334
1.8%

その他
197,334
1.8%

教育債
2,208,494
19.7%

教育債
2,208,494
19.7%

土木債
2,839,712
25.2%

土木債
2,839,712
25.2%

総務債
5,968,147
53.2%

総務債
5,968,147
53.2%

目的別
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財　政

広告欄

した。
相続登記の義務化スタート

《 お問い合わせ｜児童家庭課（児童福祉班）｜098-998-7163 》

令和7年度 認定こども園・認可保育園
「特別支援保育」「医療的ケア児保育支援」の利用申請

障がい又は発達の緩やかさにより、集
団生活の中で配慮が必要なお子さんに対
して加配保育士等をつけて対応し、発達
や特性に合わせながら保育を行います。

◆特別支援保育とは？

◆対象児童
• 医師による診断や意見書がある児童
• 特別児童扶養手当の支給対象児童
• 身体障害者手帳、又は療育手帳の交
付を受けている児童
• 心身発達に心配がある児童

人工呼吸の装着など日常生活を営む
ために医療的ケアを必要とする児童に対
して看護師等を配置し、保育を行います。

◆医療的ケア児保育支援とは？

◆対象児童
• 日常生活を営むた
めに医療的ケアが
必要な児童のうち、
主治医による集団
保育が可能と判断
されている児童

※「特別支援保育」については、令和6年度に利
用している方も新たに申請が必要です。
※認定こども園、認可保育園に在園している児童に
ついては、各園で相談及び書類配布をしています。
※申請後、審査委員会または検討協議会に図っ
た上で施設と調整を行うため、ご希望に添え
ないことがあります。

※平日8:30～17:15まで（12:00～13:00を除く）

受付期間は厳守してください受付期間
8月1日 ～30日木 金

●詳しい内容やご相談、書類配布は
　児童家庭課にお問い合わせください。

町内初の医療的ケア児受け入れ
今年度、町内で初めて医療的ケア児保育支援事業を
利用して、渡久地夏亥さん(4)がこちんだこども園に入
園しました。夏亥さんは可愛い笑顔の甘え上手な、経管
栄養(胃ろう)の医療的ケアが必要なお子さんです。お母
さんの直美さんは、「お友達といっぱい遊んで楽しい園
生活を過ごしてほしいです」と話しています。
また、こちんだこども園の仲間明園長は「医療的なケ
アが必要な子も、集団の中でたくさんの経験や思い出を
作ってほしい」と話しています。今後も、町として医療的
ケアが必要な児童の受け入れをしていけるよう体制を
整えていきたいと考えています。

と ぐ ち か い

子育て
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